
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 開催場所 

令和 8 年３月２１日（土） 

１１時～１５時 

能登町 

第１会場 内浦総合支所 

     能登町字松波 13 字 75 番地 1 

第２会場 柳田公民館 

     鳳珠郡能登町字柳田仁部 54 

・予約の必要はありません。相談費用は無料です。お気軽にお越しください（受付は 14 時 30 分まで） 

□ 主 催 

□ 後 援 

近畿災害対策まちづくり支援機構 

能登町、災害復興まちづくり支援機構(東京・予定) 

 

【近畿災害対策まちづくり支援機構】 
当支援機構は、阪神・淡路大震災の後に被災地で設立し、被災者の方々の自主的な復旧、復興を支援

し、東日本大震災や熊本地震でもチームで、被災地の巡回相談を実施しました。関西広域連合と、災害
時の連携協定を締結しています。  
 
[加盟団体] 大阪弁護士会、兵庫県弁護士会、近畿税理士会、近畿司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合会近畿ブロッ

ク協議会、公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会、公益社団法人日本技術士会近畿本部、兵庫県社会保険労務士会、
兵庫県行政書士会、特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所、日本公認会計士協会兵庫会 

[賛助団体] 兵庫県建築士事務所協会、一般社団法人兵庫県社会福祉士会、兵庫県防災士会、一般社団法人中小企業診断士会 

【本相談会に関するお問合せ：支援機構事務局（078-362-8700）】 

震災・豪雨・豪雪の被災から 

生活の再生とまちの復興を 

専門士業の連携による能登被災者無料相談会実施のお知らせ

皆さんの「どうなるの？」 

にお答えします 
 

住宅再建、

再生の方法

と援助はど

うなるの？ 

仮設住宅で

の生活はこ

れからどう

なるの？ 

高齢者・
障害者等
支援はど
うなる
の？ 

漁業・農
業等の仕
事の再生
どうする

の？ 

被災した
土地の境
界や地盤
はどうな
るの？ 

住宅ロー
ンの利用
は高齢者
でもでき
るの？ 

今後のまち
づくりはど
うなるの？ 
住民合意は
どうする

の？ 

中小事業
者や自営
業者はど
うなる
の？ 

税金の問

題はどう

なるの？ 

災害公営
住宅への
入居はど
うなる
の？ 

 この相談活動は、赤い羽根共同募金のボラサポ・令和 6年能登半島地震被災地支援の助成を受けています。   

能登町 


